
 
令和６年度第１回さいたま市生活習慣病予防学校検診検討委員会 次第 

 
日時：令和６年７月１７日（水）１４時３０分～１６時３０分 

場所：さいたま市役所第２別館１階 第１会議室   

 

 

１ 開会のあいさつ 

 ・教育委員会事務局学校教育部健康教育課長 鈴木 晴雄 

２ 【審議事項１】委員長及び副委員長選任について 

３ 【審議事項２】令和７年度以降の生活習慣病予防学校検診の実施方法について 

４ 【報告事項１】令和５年度生活習慣病予防学校検診の結果について 

５ 【報告事項２】令和６年度生活習慣病予防学校検診の実施について 

 

５．閉会 

 ・教育委員会事務局学校教育部健康教育課保健係長 杉浦 聡 

 



さいたま市生活習慣病予防学校検診検討委員会
委員名簿

7月17日

所  属 氏 名 出欠

浦和医師会 手塚　徹 出

浦和医師会 綾部　匡之 出

大宮医師会 中里　豊 出

大宮医師会 金子　家明 欠

さいたま市与野医師会 鈴木　敏雄 出

さいたま市与野医師会 前山　克博 出

岩槻医師会 竹田　周吾 欠

岩槻医師会 江口　広宣 欠

埼玉大学教育学部 上野　茂昭 出

埼玉大学教育学部 関　由起子 欠

さいたま市立病院 中野　さつき 出

小学校校長会 内野　多美子 出

中学校長会 瀬田　俊志 出

養護教諭 柿沼　優子 出

養護教諭 村田　悦子 出

栄養教諭 小熊　美佳 出

栄養主査 鈴木　雅子 出

体育担当教員 丸井　斉子 出

体育担当教員 戸村　大希 出

（任期：令和６年７月１日～令和８年６月３０日）



 

 

 

審議事項１ 

委員長及び副委員長選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



所  属 氏 名

浦和医師会 手塚　徹

浦和医師会 綾部　匡之

大宮医師会 中里　豊

大宮医師会 金子　家明

さいたま市与野医師会 鈴木　敏雄

さいたま市与野医師会 前山　克博

岩槻医師会 竹田　周吾

岩槻医師会 江口　広宣

埼玉大学教育学部 上野　茂昭

埼玉大学教育学部 関　由起子

さいたま市立病院 中野　さつき

小学校校長会 内野　多美子

中学校長会 瀬田　俊志

養護教諭 柿沼　優子

養護教諭 村田　悦子

栄養教諭 小熊　美佳

栄養主査 鈴木　雅子

体育担当教員 丸井　斉子

体育担当教員 戸村　大希

（任期：令和６年７月１日～令和８年６月３０日）

令和６・７年度さいたま市生活習慣病予防学校検診検討委員会
委員長及び副委員長選任について
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審議事項２ 

令和７年度以降の生活習慣病予防学校検診

の実施方法について 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

令和７年度生活習慣病予防学校検診の実施について 

令和７年度の生活習慣病予防学校について、小学校１～３年生に行っていた医療・栄養

指導に代わり基本検査を行うことに変更することを検討しております。 

生活習慣病予防学校検討委員会からの指摘事項 
（１）生活習慣病予防学校検診全体の受診率が低い 

例年の指摘として、検診への受診率（校内継続指導も含む）が低い。受診率を上げ

るために、何か対応策を実施するようにとの指摘。 
→さいたま市教育委員会としても、生活習慣病予防学校検診の受診率向上を図りたい。 

令和７年度の受診率の向上への取り組み（医療栄養指導から基本検査へ） 
（１）医療栄養指導の受診率について 

平成２９年度 １４．５％ 
平成３０年度 １６．３％   
令和元年度 １４．０％ 
令和４年度 ２１．９％ 
令和５年度 １３．７％ 

※令和２、３年度はコロナ禍であったため、実施なし。 
※令和４年度から対象を変更 
（小学校１年生から４年生、中学校１年生→小学校１年生から３年生） 
（２）基本検査受診率 

平成２９年度 ２７．５％ 
平成３０年度 ２６．７％ 
令和元年度 ２３．９％ 
令和２年度 ２８．０％ 
令和３年度 ３１．６％ 
令和４年度 ２６．８％ 
令和５年度 ２６．５％ 

（３）医療栄養指導から基本検査の受診へ変更 
小学校１年生～３年生肥満度３５％以上  

令和６年度  令和７年度 
医療栄養指導 基本検査 
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（４）変更理由 
・実施場所、実施回数が限られている医療栄養指導（計４回）よりも 

実施医療機関（計 162 医療機関）が多く、実施期間（７月～10 月）が長い基本検査

を行うことで、受診率の向上を図る。 
・小学校１年生から小学校３年生の期間の低学年のうちに医療機関へ繋げることで、

生活習慣病予防への意識の向上を図る。 
・学校の栄養士様からの意見では、医療栄養指導は土曜日に計８９名（令和５年度）

の派遣をしなければならなく、負担が大きいとの意見もあるため、医療栄養指導の

実施から基本検査の実施に変更するもの。 
基本検査について 
メリット 
（１）肥満度の低下 

令和４年度から令和５年度にかけて肥満度の推移を算出したところ、医療栄養指導

に比べ医療機関に繋げたほうが、肥満度が下がる児童生徒数の割合が高い。 
（２）実施医療機関について（令和６年度） 

実施医療機関は計１６２の医療機関。（内訳 浦和：８５機関 大宮：３７機関 

与野：２４機関 岩槻：１６機関）であり、近隣の医療機関に相談することができ

る。 
（３）実施期間について 

実施期間が、７月～１０月であるため、学校が休みである夏休みを利用して受診で

きる。 
また、学校では生活習慣病についてほかの子どもの目があり、相談しにくい面があ

るが、夏休みを利用し、基本検査を行うことで個人での受診がしやすい。 
（４）学校の栄養士の負担の減 

例年、栄養士会から医療栄養指導の実施について、計８９名（令和５年度）の調整

及び派遣をしなければならないが、医療栄養指導から基本検査の実施に変更するこ

とで、負担減となる。 
デメリット 
（１）基本検査の検査項目 

検査項目で血液検査があり、低学年の児童に対しての実施が難しい場合がある。 
（２）医療機関でのフォロー 

医療機関で基本検査実施後、その後もフォローするため、定期的に通院するよう指

導するが、通院しなくなる場合がある。 
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医療栄養指導について 
メリット 
（１）参加機会の提供 

児童生徒の当事者が通う学校以外での教諭や医療指導に来ていただいた医師と繋が

ることで、普段言えない悩みなどを相談できる。 
また、医療機関へ受診するわけではないため、医療機関へ行くよりも敷居が低いと

考える保護者がいることも想定される。 
デメリット 
（１）参加率について 

実施回数（４回）が限られ、さらに実施場所（４箇所）も限定されていることか

ら、対象の児童、保護者の日程調整が合わず、例年参加率が低い。 
（２）実施回数の制限 

大きい会場を抑えるために実施場所は浦和、大宮、与野、岩槻で１会場のみ。 
栄養士の派遣は、計４回の実施で土曜日出勤であり、派遣の調整が難しい。 
また、学校の栄養士から、学校でも同じような指導ができるにも関わらず、土曜日

に４時間ほど派遣しなければならず、負担であるとの意見も上がっている。 

（参考）令和６年度までに受診率向上への取り組み 
（１）令和４年度 

・基本検査受診対象者（小４、中１肥満度３５％以上）に受診勧奨 
基本検査の受診率を上げることを目的として、基本検査未受診者に対し、受診勧奨

の実施。 
・基本検査の実施場所の変更 

基本検査の受診率を上げることを目的として、令和３年度までは学区の対象医療機

関でしか基本検査ができなかったものを、令和４年度から全学区の対象医療機関で

基本検査が受診できるように変更。 
（２）令和５年度 

・生活習慣病予防学校検診の実施通知 
学校から生活習慣病予防学校検診の実施通知が遅く、対象児童生徒への受診案内が

短期間になってしまうとの指摘をうけ、 
学校が余裕をもって調査ができるように、実施通知を送付する時期を早めることを

実施。 
（３）令和６年度 

・パンフレット配布 
生活習慣の改善について意識の向上を目的として、日本学校保健会作成パンフレッ

トの「学校と家庭で育む子どもの生活習慣」を配布。 
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令和７年度生活習慣病予防学校検診実施フローチャート 

対象学年 

小学校 中学校 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

○ ○ ○ 〇 対象外 対象外 〇 対象外 対象外 

 

実施の流れ 

 
 

 

令和６年度からの変更点 

・小学校１年生〜３年生の肥満度３５％の方へ行っていた医療栄養指導を基本検査の実施に変更 

・小学校１年生〜３年生の肥満度５０％の方へ基本検査を経ずに専門機関へ照会していたものを 

基本検査を経て、専門機関へ照会にすることに変更 

小学校１年生〜３年生肥満度３５％以上  

令和６年度 
 

令和７年度 
医療栄養指導 基本検査 
   

小学校１年生肥満度５０％  

令和６年度 
 

令和７年度 
直接、専門機関へ照会 基本検査を経て専門機関へ照会 

 

身体測定実施後

小１〜小３ 肥満度２０％
以上３５％未満 校内継続指導

 

小１〜小４、中１ 肥満度３５％以上 校内継続指導

基本検査 専門機関

高度肥満
高血圧
肺換気障害
血糖異常
黒色表皮腫
などの症状あり

紹
介
状
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令和６年度生活習慣病予防学校検診実施フローチャート 

対象学年 

小学校 中学校（中等前期） 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

○ ○ ○ ◎ 対象外 対象外 ◎ 対象外 対象外 

※「◎」は基本検査、「○」は医療・栄養指導 

                         ※校内継続指導は「○」「◎」とも 

 

実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※医療・栄養指導の日時（予定） 

【浦和会場】１１月１６日（土）14：00〜 
【大宮会場】１０月１２日（土）14：00〜 
【岩槻会場】１０月２６日（土）14：00〜 
【与野会場】１０月１９日（土）14：00〜 

身体測定 

・校内継続指導 

小１~３ 

小４・中１ 身体測定 基本検診 基本検査実施医療機関 

肥満度 35％以上 

校内継続指導 
高度肥満 
高血圧 
肺換気障害 
血糖異常 
黒色表皮腫 
などの症状あり 

紹
介
状 

専門機関 

肥満度 20％以上

35％未満 
肥満度 35％以上 50％未満 肥満度 50％以上 

・校内継続指導 

・医療・栄養指導※ 

（胸囲身長比 0.5 以上） 

・校内継続指導 

・医療・栄養指導※

※

診
察
依
頼
書 
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他政令指定都市の生活習慣病予防学校検診について 

実施状況 
項番 政令指定都市 実施の有無 
1 札幌市 無 
2 仙台市 あり 
3 千葉市 無 
4 横浜市 無 
5 川崎市 無 
6 相模原市 あり 
7 新潟市 あり 
8 静岡市 無 
9 浜松市 無 
10 名古屋市 無 
11 京都市 無 
12 大阪市 無 
13 堺市 無 
14 神戸市 無 
15 岡山市 無 
16 広島市 無 
17 北九州市 無 
18 福岡市 あり 
19 熊本市 あり 

 

実施方法 
仙台市 
未回答 

相模原市 
（１）検査項目 

肥満検診（問診、血圧測定、理学的検査、生化学的検査、血液検査、検尿） 
肥満精密検査（問診、血圧測定、理学的検査、生化学的検査、検尿） 
食事生活相談 

（２）対象者 
小学校１年生、３年生の肥満度が２０％以上 

新潟市 
（１）検査項目 

身長･体重、腹囲測定、血圧、脈拍測定、家族の既往歴、血液検査 
（２）対象者 

小学校４年生、中学校１年生で希望するもの 
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福岡市 
未回答 

熊本市 
（１）検査項目 

診察・血圧測定・身長体重測定・貧血検査・肝機能検査 
血糖・血中脂質検査等 

（２）対象者 
小学校４年生の肥満度２０％以上 
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報告事項１ 

令和５年度生活習慣病予防学校検診の結果

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































 

 

 

報告事項２ 

令和６年度生活習慣病予防学校検診の実施

について 
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令和６年度生活習慣病予防学校検診実施フローチャート 

対象学年 

小学校 中学校（中等前期） 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

○ ○ ○ ◎ 対象外 対象外 ◎ 対象外 対象外 

※「◎」は基本検査、「○」は医療・栄養指導 

                         ※校内継続指導は「○」「◎」とも 

 

実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※医療・栄養指導の日時（予定） 

【浦和会場】１１月１６日（土）14：00〜 
【大宮会場】１０月１２日（土）14：00〜 
【岩槻会場】１０月２６日（土）14：00〜 
【与野会場】１０月１９日（土）14：00〜 

身体測定 

・校内継続指導 

小１~３ 

小４・中１ 身体測定 基本検診 基本検査実施医療機関 

肥満度 35％以上 

校内継続指導 
高度肥満 
高血圧 
肺換気障害 
血糖異常 
黒色表皮腫 
などの症状あり 

紹
介
状 

専門機関 

肥満度 20％以上

35％未満 
肥満度 35％以上 50％未満 肥満度 50％以上 

・校内継続指導 

・医療・栄養指導※ 

（胸囲身長比 0.5 以上） 

・校内継続指導 

・医療・栄養指導※

※

診
察
依
頼
書 
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